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神戸港港湾審議会第 34回計画部会資料                     資料－２  

 

神 戸 港 港 湾 計 画 書 ( 案 ) 

 

― 軽 易 な 変 更 ― 

 

令 和 4年 3月 

 

神 戸 港 港 湾 管 理 者 

神 戸 市 

 

  



本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、 

 ・ 平成 17年 11月 神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 18年 2月 交通政策審議会第 17回港湾分科会 

の議を経、その後の変更については 

 ・ 平成 18年 3月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 19年 2月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 19年 3月  交通政策審議会第 23回港湾分科会 

 ・ 平成 20年 3月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 20年 11月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 21年 10月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 21年 11月  交通政策審議会第 36回港湾分科会 

 ・ 平成 22年 5月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 22年 7月  交通政策審議会第 38回港湾分科会 

 ・ 平成 22年 11月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 22年 11月  交通政策審議会第 39回港湾分科会 

 ・ 平成 23年 3月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 23年 10月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 23年 12月  交通政策審議会第 47回港湾分科会 

 ・ 平成 25年 2月   神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 25年 2月  交通政策審議会第 51回港湾分科会 

 ・ 平成 25年 3月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 25年 5月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 26年 2月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 26年 7月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 27年 6月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 28年 1月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 28年 5月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 28年 7月  交通政策審議会第 64回港湾分科会 

 ・ 平成 28年 12月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 29年 1月  神戸港港湾審議会 



 ・ 平成 29年 3月  交通政策審議会第 66回港湾分科会 

 ・ 平成 29年 5月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 29年 11月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 30年 3月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 31年 2月  神戸港港湾審議会 

 ・ 平成 31年 3月  交通政策審議会第 74回港湾分科会 

 ・ 令和 元年 6月  神戸港港湾審議会 

 ・ 令和 元年 7月  交通政策審議会第 76回港湾分科会 

・  令和 ３年 1月  神戸港港湾審議会 

・  令和 ３年 3月 交通政策審議会第 81回港湾分科会 

の議を経た神戸港の港湾計画の軽易な変更をするものである。 
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変更理由 

 

新港突堤西地区において、臨海部の再開発と水域活用が一体と

なって、ウォーターフロントの賑わい創出を図るため、「新港第１

～第２突堤間における水域活用計画（案）」（令和４年３月）（以下、

「水域活用計画（案）」という）との整合を図り、公共埠頭計画、

旅客船埠頭計画、外郭施設計画、港湾環境整備施設計画、土地利用

計画、利用形態の見直しの検討が必要な区域の変更及び自然的環

境を整備又は保全する区域、レクリエーション等活性化水域を計

画する。  
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港湾施設の規模及び配置 

1 公共埠頭計画 

1-1 新港突堤西地区 

再開発によるウォーターフロントの賑わいの創出を図るため、公

共埠頭を次のとおり変更する。 

 

  

 埠頭用地  ５ha（荷捌施設用地及び保管施設用地） 

                    [既設の変更計画] 

 

 既設 

  

埠頭用地  ６ha（荷捌施設用地及び保管施設用地） 
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2 旅客船埠頭計画 

2-1 新港突堤西地区 

ウォーターフロントの再開発の進捗に伴い、以下の旅客船埠頭を

廃止する。 

 

  

既設 

  水深７．５ｍ 岸壁１バース 延長１９０ｍ  

  埠頭用地 ０．３ha（旅客施設用地） 

                     S-１DEF岸壁 
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3 外郭施設計画 

 

新港突堤西地区において、「水域活用計画（案）」で掲げるウォータ

ーフロントエリア全体の魅力と賑わい向上に向けた水域の活用を図

るべく、防波堤を多様な機能を有する構造に変更するとともに、静穏

度を確保するため、防波堤の延長・配置の変更を次のとおり変更する。 

 
 

3-1  防波堤（波除） 

   新港突堤西地区 延長２００ｍ     ［既定計画の変更計画］ 

  

  既定計画 

   新港突堤西地区 延長１００ｍ 
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港湾の環境の整備及び保全 

 

1 自然的環境を整備又は保全する区域 

 新港突堤西地区において、良好な港湾の環境の形成を図るため、自

然的環境を整備又は保全する区域を次のとおり計画する。 

 

 

  新港突堤西地区において、「自然的環境を整備又は保全する区域」 

 を定める。［新規計画］ 

 

 

2 港湾環境整備施設計画 

 新港突堤西地区において、良好な港湾の環境の形成を図るため、港

湾環境整備施設を次のとおり計画する。 

（１）再開発によるウォーターフロントの賑わいの創出を図るため、

緑地を次のとおり変更する。 

 

 

   新港突堤西地区  緑地 ９ha（うち２ha既設） 

［既定計画の変更計画］ 

 

既定計画 

   新港突堤西地区   緑地 ８ha（うち２ha既設） 
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土地造成及び土地利用計画 

1 土地利用計画 

新港突堤西地区において、再開発によるウォーターフロントの賑

わいの創出を図るため、土地利用計画を次のとおり変更する。 

 

 （単位：ha） 

用途  

地区名 

埠頭 

用地 

港湾 

関連 

用地 

交流 

厚生 

用地 

工業 

用地 

都市 

機能 

用地 

交通 

機能 

用地 

危険物 

取扱施 

設用地 

緑地 合計 

新港突堤西地区 
(14) (17) (5)     (9) (44) 

14 17 5  3   10 49 

 注 1） （ ）内は港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に特に密

接に関連する土地利用計画で内数である。 
 注 2） 端数整理のため内訳の和は必ずしも合計とはならない。 

 注 3） 今回変更に係る地区についてのみ記述した。 
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その他重要事項 

 

1 港湾の再開発 

 

(1)利用形態の見直しの検討が必要な区域 

 新港突堤西地区において、「利用形態の見直しの検討が必要な区域」

を変更する。 

 

 

 

2 その他港湾の開発、利用及びに保全に関する事項 

 

(1) レクリエーション等活性化水域 

 新港突堤西地区の第 1～第 2突堤間の水域において、民間活力を活

用し、ウォーターフロントエリア全体の魅力と賑わいを持続的に向

上させる水域活用を図り、賑わいと交流の拠点となるエリアとして

「レクリエーション等活性化水域」を計画する。 
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1. 変更理由 

 

  新港突堤西地区において、臨海部の再開発と水域活用が一体と

なって、ウォーターフロントの賑わい創出を図るため、「新港第１

～第２突堤間における水域活用計画（案）」（令和４年３月）（以下、

「水域活用計画（案）」という）との整合を図り、公共埠頭計画、

旅客船埠頭計画、外郭施設計画、港湾環境整備施設計画、土地利

用計画、利用形態の見直しの検討が必要な区域の変更及び自然的

環境を整備又は保全する区域、レクリエーション等活性化水域を

計画する。 
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2. 港湾施設の規模及び配置に関する資料 

 

2-1 公共埠頭計画 

 

(1)公共埠頭計画の変更箇所 

 公共埠頭計画の変更箇所は図２－１－１に示すとおり、新港突

堤西地区である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－１－１ 公共埠頭変更箇所位置図 

 

  

須磨地区 

兵庫ふ頭地区 

西部工区地区 

兵庫運河地区 

新港東ふ頭地区 

ポートアイランド(第 2 期)地区 

神戸空港地区 

ポートアイランド地区 

中突堤・高浜地区 

新港突堤西地区 

摩耶ふ頭地区 

東部工区地区 

六甲アイランド地区 

六甲アイランド南地区 

東部臨海部地

区 
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 (2) 新港突堤西地区 

  再開発によるウォーターフロントの賑わいの創出を図るため、

公共埠頭計画を次のとおり変更する。 

 

 

 

表２－１－１  変更後の公共埠頭計画 

地 区 種 類 内 容 
面積

（ha） 

新港突堤西 

地区 

埠頭用地（荷捌施設用地及び

保管施設用地） 

既設の 

変更計画 
5.0 

  

 

 

 

表２－１－２  変更前の公共埠頭計画 

地 区 種 類 
面積

（ha） 

新港突堤西 

地区 

埠頭用地（荷捌施設用地及び

保管施設用地） 
5.5 
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2-2 旅客船埠頭計画 

 

(1)旅客船埠頭計画の変更箇所 

 旅客船埠頭計画の変更箇所は図２－２－１に示すとおり、新港

突堤西地区である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－２－１ 旅客船埠頭変更箇所位置図 

 

  

須磨地区 

兵庫ふ頭地区 

西部工区地区 

兵庫運河地区 

新港東ふ頭地区 

ポートアイランド(第 2 期)地区 

神戸空港地区 

ポートアイランド地区 

中突堤・高浜地区 

新港突堤西地区 

摩耶ふ頭地区 

東部工区地区 

六甲アイランド地区 

六甲アイランド南地区 

東部臨海部地

区 
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(2) 新港突堤西地区 

  ウォーターフロントの再開発に合わせ、旅客船埠頭計画を次の

とおり変更する。 

 

表２－２－１  旅客船埠頭計画 

地 区 
 

施設名 
水深 

（ｍ） 

延長 

（ｍ） 

埠頭用地 

（ha） 
備考 

新港突堤西 

地区 

① S-1AC岸壁 -7.5 190 0.2 既設 

② S-1DEF岸壁 -7.5 190 0.3 廃止 

③ S-4QR岸壁 
-10～ 

-12m 
644 2.4 既設 

 

 

図２－２－２ 新港突堤西地区埠頭用地位置図（旅客船埠頭計画） 

 

  

① 
② 

③ 
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2-3 外郭施設計画 

 

(1) 外郭施設計画の必要性 

 新港突堤西地区は、平成２３年３月に策定した都心・ウォーターフ

ロントの将来構想である『「港都 神戸」グランドデザイン』に基づ

き、再開発を順次実施してきている。 

新港第１～第２突堤間の水域については、令和４年３月に「水域活

用計画（案）」を策定し、親水空間の創出とともに、水域活用として

賑わい創出、船舶係留などの方向性を示している。 

「水域活用計画（案）」では、防波堤に多様な機能を持たせること

を掲げており、プロムナード利用や水域環境に配慮した透過性を有

する構造に変更し、あわせて防波堤の延長・配置を変更する。 

 

  

(2) 今回計画する外郭施設計画の規模及び配置 

今回計画する外郭施設の規模及び配置とその考え方は次のとおり

である。 

 

表２－３－１ 今回計画する外郭施設の規模及び配置 

地区名 施設の規模 施設の規模及び配置の考え方 

新港突堤西地区 防波堤（波除）201ｍ 

新港第１～２突堤間におけ

る静穏度の確保及び、水質等

環境に配慮して防波堤を配置

する。 
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図２－３－１ 今回計画する外郭施設の位置図 

 

  

○ 新港突堤西地区 

防波堤（波除）201ｍ（既定計画の変更計画） 

新港 

第１突堤 

新港 

第２突堤 

新港 

第３突堤 

新港 

第４突堤 
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(3) 静穏度の検討 

 １）静穏度の目標値 

   静穏度の目標値は表２－３－２に示すとおりである。 

 

表２－３－２ 静穏度の目標値 

 

 

 

 

 

表２－３－３ 波向別波高発生度数頻度（通年） 

 
 

２）検討対象水域 

   検討対象の水域は新港第 1 突堤と第 2 突堤に挟まれた水域と

した（奥行：約 350m、幅：約 140m）。 

また、検討対象水域を、奥から区間 1（長さ 150m）、区間 2（長

さ 100m）、区間 3（長さ 100m）に分けて検討する。 

 

 

 

 

区分 係留施設前面波高 稼働率 

通常時 0.3ｍ 97.5％ 

異常時 0.5ｍ ― 
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図２－３－２ 静穏度の検討対象水域 

 

３）検討潮位 

   静穏度検討における通常時、異常時それぞれの潮位は図２－

３－４に示すとおりである。通常時は M.S.L とし、

H.H.W.L.=K.P.+3.70m では神戸港内の複数箇所で岸壁や護岸が

冠水することにより、反射率などの算定条件が冠水していない

場合と異なることから、H.H.W.L.および冠水しない H.W.L.の２

パターンを検討した。 

 

表２－３－４ 潮位と基準面との関係 

 

 

通常時 

異常時 

区間 1 

（150m） 

区間 2 

（100m） 

区間 3 

（100m） 

検討対象水域 

（新港第１突堤～第２突堤） 
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４）通常時における静穏度 

   通常時における検討対象水域での波高 30cm以下の出現率は表

２－３－５に示すとおりであり、今回計画において、静穏度の目

標 97.5％を達成している。 

 

表２－３－５ 通常時の稼働率 

 

 

５）異常時における静穏度 

   異常時における検討対象水域での波高は表２－３－６に示す

とおりであり、今回計画において、静穏度の目標値の 50cm未満

を達成している。 

 

表２－３－６ 異常時の波高 

 

 

  

 
M.S.L. 

区間１ 区間２ 区間３ 

波高 

0.3ｍ以下の 

出現率（％） 

現況 

(防波堤なし) 
98.59 97.06 97.37 

今回計画 99.99 99.99 100.00 

 
H.H.W.L. H.W.L. 

区間１ 区間２ 区間３ 区間１ 区間２ 区間３ 

波高 

（m） 

現況 

(防波堤なし) 
0.80 0.91 1.14 0.77 0.89 1.09 

今回計画 0.36 0.37 0.49 0.34 0.32 0.39 
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3. 港湾の環境の整備及び保全に関する資料 

 

3-1 自然的環境を整備又は保全する区域 

 新港突堤西地区の第 1・第 2突堤間において、環境に配慮した水域

活用を図るため、自然的環境を整備又は保全する区域を新たに位置

付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３－１－１ 変更後の自然的環境を整備又は保全する区域 

 

  

自然的環境を整備又は保全する区域 
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3-2港湾環境整備施設計画 

 良好な港湾の環境の形成を図るため、港湾環境整備施設について

以下のとおり計画する。 

 

（１） 新港突堤西地区において、再開発によるウォーターフロント

の賑わいの創出を図るため、緑地を計画する。 

 

 

表３－２－１ 港湾環境整備施設計画 

地区 番号 名称 
面積

(ha) 
種類 備考 

新港突堤西 

地区 

① 新港第１突堤緑地 1.5 
定期船発

着所緑地 
既設 

② 新港第４突堤緑地 4.7 
定期船発

着所緑地 
既定計画 

③ 新港突堤基部緑地 0.2 親水緑地 既設 

④ 新港第２突堤緑地 1.2 親水緑地 既定計画 

⑤ 新港第１・第 2突堤間基部緑地 0.1 親水緑地 新規 

⑥ 新港第 1・第 2突堤防波堤緑地 0.1 親水緑地 新規 

⑦ 新港第 1突堤東緑地 0.3 親水緑地 新規 

⑧ 新港第 2突堤西緑地 0.3 親水緑地 新規 

⑨ 新港第 2突堤基部緑地 0.1 親水緑地 新規 

（参考） 

中突堤・高浜

地区 

⑩ 新港第１突堤緑地 0.4 
定期船発

着所緑地 
既設 
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図３－２－１ 新港突堤西地区及び中突堤・高浜地区緑地位置図 
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4. 土地造成及び土地利用計画に関する資料 

4-1 土地利用計画 

 

新港突堤西地区において、再開発によるウォーターフロントの賑

わいの創出を図るため、土地利用計画を次のとおり変更する。 

 

表４－１－１ 変更後の土地利用計画 

（単位：ha） 

用途  

地区名 

埠頭 

用地 

港湾 

関連 

用地 

交流 

厚生 

用地 

工業 

用地 

都市 

機能 

用地 

交通 

機能 

用地 

危険物 

取扱施 

設用地 

緑地 合計 

新港突堤西 

地区 

(14.3) (16.9) (4.7)     (8.5) (44.4) 

14.3 16.9 4.7  2.8   10.1 48.8 

 注 1） （ ）内は港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に特に密

接に関連する土地利用計画で内数である。 
 注 2） 端数整理のため内訳の和は必ずしも合計とはならない。 

 注 3） 今回変更に係る地区についてのみ記述した。 

 

表４－１－２ 変更前の土地利用計画 

（単位：ha） 

用途  

地区名 

埠頭 

用地 

港湾 

関連 

用地 

交流 

厚生 

用地 

工業 

用地 

都市 

機能 

用地 

交通 

機能 

用地 

危険物 

取扱施 

設用地 

緑地 合計 

新港突堤西 

地区 

(15.1) (16.9) (4.7)     (7.6) (44.3) 

15.1 16.9 4.7  2.8   9.2 48.7 

 注 1） （ ）内は港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に特に密

接に関連する土地利用計画で内数である。 
 注 2） 端数整理のため内訳の和は必ずしも合計とはならない。 

 注 3） 今回変更に係る地区についてのみ記述した。 
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5. その他重要事項 

5-1 港湾の再開発 

(1)利用形態の見直しの検討が必要な区域 

 新港突堤西地区において、土地利用の具体化にあわせて、「利用形

態の見直しの検討が必要な区域」を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－１－１ 変更後の利用形態の見直しの検討が必要な区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－１－２ 変更前の利用形態の見直しの検討が必要な区域 

 

利用形態の見直しの検討が必要な区域 

利用形態の見直しの検討が必要な区域 
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5-2 その他港湾の開発、利用及び保全に関する事項 

(1)レクリエーション等活性化水域 

 新港突堤西地区の第 1～第 2突堤間の水域において、民間活力を活

用し、ウォーターフロントエリア全体の魅力と賑わいを持続的に向

上させる水域活用を図り、賑わいと交流の拠点となるエリアとして

「レクリエーション等活性化水域」を計画する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５－２－１ 変更後のレクリエーション等活性化水域 

 

  

レクリエーション等活性化水域 
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6. 環境の保全に関する資料 

 港湾物流に資する土地利用から、緑地に土地利用を変更するほか、

防波堤の延長・配置を変更するものであるが、防波堤の構造を水域環

境に配慮した透過性を有する構造とするなど、新たな負荷は少ない

ことから、環境に及ぼす影響は軽微なものであると考えられる。 

 

 なお、今後とも環境保全について十分配慮するとともに、計画実

施にあたっては、工法、工期について検討し、十分な監視体制のも

とに環境に与える影響を少なくするよう慎重に行うものとする。 
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7. その他の資料 

 

7-1 関係機関との調整 

 

 別紙参照 
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7-2 地方港湾審議会委員名簿 

 

神戸港港湾審議会 計画部会委員名簿 

順不同 

区 分 氏 名 役 職 名 備考 

部会長 竹 林 幹 雄 神戸大学大学院海事科学研究科教授 
 

委 員 

古 莊 雅 生 大島商船高等専門学校長 
 

石 黒 一 彦 神戸大学大学院海事科学研究科准教授 
 

山 縣 宣 彦 一般財団法人みなと総合研究財団理事長  
 

平 井 真 千 子 神戸市会議員 
 

堂 下 豊 史 神戸市会議員 
 

中 井 拓 志 ｵｰｼｬﾝﾈｯﾄﾜｰｸｴｸｽﾌﾟﾚｽｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社代表取締役社長執行役員  

浦  隆 幸 全日本海員組合関西地方支部長  

東 川 直 正 近畿地方整備局長 
 

加 瀨 和 浩 阪神港長 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

関

係
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関

と

の

調

整 



（公印省略） 

環環都第 1163 号 

令和４年３月３日 

 

港湾局長 長谷川 憲孝 様 

 

環境局長 福本 富夫    

 

 

 

神戸港港湾計画（軽易な変更）について（回答） 

 

 

 

 令和４年３月１日付け神港港第 437号-２にて協議のありました標記の件につきまし

て、下記のとおり回答いたします。 

 

 

記 

 

 

 特に意見なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



鸞

神戸港港湾管理者 神戸市

代表者 神戸市長 久元 喜造 殿

五 神 航 第 764号
令 和 4年 3月 15日

阪神港長 p
「

¨

1晨 l11,

釈
旧
に
置

力]滸貫

U

神戸港港湾計画 (軽易な変更)に ついて (回 答 )

令和 4年 3月 1日 付け、神港港第437号 による協議について、意見はありま

せん。

なお、レクリエーション等活性化水域及び外郭施設計画については、以下の

とお り申し入れます。

記

1 レクリエーション等活性化水域について

この度の港湾計画 (軽 易な変更)では、レクリエーション等活性化水域を

新たに位置づける計画となってお り、その資料の中では新港突堤西地区にお

ける船舶係留の場として、マ リーナ等の水域利用が想定されるところです。

御承知のとお り、阪神港神戸区 (神 戸港)に おいては、旅客フェリー、貨

物船、交通船などの多種多様な船舶の利用、往来がありますが、特にマリー

ナが整備された場合、当該マリーナを基点としたプレジャーボー ト等が港内

を移動又は遊走することで、新港内のみならず神戸港内及び港付近海域にお

ける競合により海域利用関係者との トラブル及び事故の発生など船舶交通 L

の課題が懸念されます。

つきましては、新港第一～第二突堤間の水域の活用にあたっては、港湾管

理者である貴職において、海事、港湾、漁業、その他の地元関係者間の調整



を行うとともに、船舶交通への影響を勘案のうえ、安全対策及び安全管理体

制を検討し、当該関係者への周知徹底をお願いします。また、事業者に対し、

検討された安全対策及び安全管理体制が確実に履行されるよう指導いただき

ますようお願い申し上げます。

2 防波堤建設に伴う航行安全対策

新港第一突堤先端部に外郭施設として整備される波除防波堤の延長にあ

たっては、工事施工段階における船舶交通の安全を確保するため、所要の安

全対策を検討のうえ事前に協議願います。




